
 

 

社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会高等職業訓練促進資金貸付規程

（目的）

第１条 この貸付事務取扱は、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業実施要綱（厚生労働

省発雇児 第 号平成 年 月 日付厚生労働事務次官通知。以下「要綱」という。）に

基づき、社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会（以下、「本会」という。）が実施する高等

職業訓練促進資金及び住宅支援資金の貸付方法、事務手続等の参考を示し、高等職業訓練促

進資金貸付事業の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。

（貸付けの申請）

第２条 高等職業訓練促進資金

（１）高等職業訓練促進資金の貸付けを受けようとする者（以下「申請者」という。）は、以

下の書類を連合会理事長（以下「理事長」という。）に提出しなければならない。

ア 高等職業訓練促進資金貸付申請書（第１号様式）

福祉事務所長から、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号。以下

「法」という。）第３１条第２号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第

３１条の１０において準用する第３１条第２号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給

付金（以下「高等職業訓練促進給付金」という。）の支給を受けている証明を受け、印

鑑証明を添えること。

イ 個人情報の提供に係る同意書（第１号様式の２）

ウ 誓約書（第２号様式）

（２）就職準備金を申請する場合は、養成機関の課程を修了したことを証明する書面並びに資

格を取得したこと及び資格の取得年月日を証明する書面（以下「資格証明書」という。）

の写しを添えて提出しなければならない。

（３）申請書等の提出期限は以下のとおりとする。

ア 入学準備金 養成機関に入学した日から起算して 月を経過した日の属する月の末

日。ただし、訓練期間が 月以上 月未満の養成機関に入学する場合

は、卒業する日の 日前までとする。

イ 就職準備金 養成機関を卒業した日又は資格を取得した日のいずれか遅い日から起

算して 月を経過した日の属する月の末日

なお、高等職業訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き

続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合、就職準備金について

は、原則として准看護師養成機関の修了時には貸し付けないこととし、看護師の養成機

関を修了し、資格を習得した時点において貸し付けることとする。

（４）「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の円滑な運営について」

（雇児福発 第 号平成 年 月 日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉

課長通知）第２の１（２）により、保育士修学資金貸付事業及び介護福祉士等修学資金

貸付制度を受ける者は、高等職業訓練促進資金の貸付対象とはならない。同様に、専門

実践教育訓練給付金及び自立支援教育訓練給付金を受給する者は、入学準備金の貸付対

象とはならない。この他に、趣旨を同じくする制度を利用する者は、高等職業訓練促進
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（目的） 

第１条 この貸付規程は、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業実施要綱（厚生労働省発

雇児0307第8号平成28年3月7日付厚生労働事務次官通知。以下「要綱」という。）に基づ

き、社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会（以下、「本会」という。）が実施する高等職業

訓練促進資金及び住宅支援資金の貸付方法、事務手続等を定め、高等職業訓練促進資金貸付

事業の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。 

 

（貸付けの申請） 

第２条 高等職業訓練促進資金 

（１）高等職業訓練促進資金の貸付けを受けようとする者（以下「申請者」という。）は、以

下の書類を連合会理事長（以下「理事長」という。）に提出しなければならない。 

ア 高等職業訓練促進資金貸付申請書（第１号様式） 

福祉事務所長から、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号。以下

「法」という。）第３１条第２号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第

３１条の１０において準用する第３１条第２号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給

付金（以下「高等職業訓練促進給付金」という。）の支給を受けている証明を受け、印

鑑証明を添えること。 

イ 個人情報の提供に係る同意書（第１号様式の２） 

ウ 誓約書（第２号様式） 

（２）就職準備金を申請する場合は、養成機関の課程を修了したことを証明する書面並びに資

格を取得したこと及び資格の取得年月日を証明する書面（以下「資格証明書」という。）

の写しを添えて提出しなければならない。 

（３）申請書等の提出期限は以下のとおりとする。 

ア 入学準備金 養成機関に入学した日から起算して11月を経過した日の属する月の末 

        日 

イ 就職準備金 養成機関を卒業した日又は資格を取得した日のいずれか遅い日から起 

算して11月を経過した日の属する月の末日 

   なお、高等職業訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き

続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合、就職準備金について

は、原則として准看護師養成機関の修了時には貸し付けないこととし、看護師の養成機

関を修了し、資格を習得した時点において貸し付けることとする。 

（４）「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の円滑な運営について」

（雇児福発0329第 6号平成29年 3月 29日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉

課長通知）第２の１（２）により、保育士修学資金貸付事業及び介護福祉士等修学資金

貸付制度を受ける者は、高等職業訓練促進資金の貸付対象とはならない。同様に、専門

実践教育訓練給付金及び自立支援教育訓練給付金を受給する者は、入学準備金の貸付対

象とはならない。この他に、趣旨を同じくする制度を利用する者は、高等職業訓練促進

資金貸付制度の対象とはならない。同時に利用できない給付金等を受けた場合、第７条

の規定のとおり返還しなければならない。 

- 9 -



 

 

資金貸付制度の対象とはならない。同時に利用できない給付金等を受けた場合、第７条

の規定のとおり返還しなければならない。

２ 住宅支援資金

（１）住宅支援資金の申請者は、原則、プログラム策定機関経由で、以下の書類を印鑑証明を

添えて理事長に提出しなければならない。

ア 住宅支援資金貸付申請書（第１０１号様式）

イ 個人情報の提供に係る同意書（第１０１号様式の２）

ウ 誓約書（第１０２号様式）

（連帯保証人）

第３条 高等職業訓練促進資金

（１）要綱第５の２の規定により申請者が立てる連帯保証人は１人とし、保証人を立てた場合

は、前条の誓約書は連帯保証人と連署し、連帯保証人の印鑑証明を添えて提出しなければ

ならない。

（２）前項の連帯保証人は、成年の者で独立の生計を営む者でなければならない。ただし、申

請者が未成年であるときは、連帯保証人は法定代理人とする。

（３）申請者は、連帯保証人を立てない場合、緊急連絡先を届け出るものとする。

（４）連帯保証人が死亡したとき、破産手続き開始があったとき、あるいは連帯保証人として

適当でない理由が生じたときには、高等職業訓練促進資金の貸付を受けた者（以下、「借

受人」という。）は連帯保証人を変更することができるものとする。

（５）前項の規定により連帯保証人を変更しようとするときは、第２条第１項第２号に規定さ

れる誓約書及び連帯保証人変更届（第３号様式）に新たな連帯保証人の印鑑証明を添えて

理事長に提出しなければならない。

２ 住宅支援資金

申請者は、連帯保証人を立てないが、申請時に緊急連絡先を届け出なければならない。

（選考）

第４条 申請者の選考は、第２条及び前条の規定により提出された書類の審査により行うものと

する。ただし、理事長が特に必要と認めるときは、面接による選考を併せて行うことができる。

２ 前項における選考の結果、貸付けを行うこと又は貸付けを行わないことを決定したときは、

理事長はその旨を申請者に通知するものとする。

（借用証書）

第５条 高等職業訓練促進資金

前条第２項の規定により貸付けを行うことの決定を受けた申請者は、決定を受けた日から１５

日以内に、高等職業訓練促進資金借用証書（第４号様式）を理事長に提出しなければならない。

２ 住宅支援資金

前条第２項の規定により貸付けを行うことの決定を受けた申請者は、住宅支援資金借用証書

（第１０３号様式）を理事長に提出することで貸付資金の交付を受けることができるものとす

る。なお、提出期限については別に定めるものとする。

（貸付資金の交付）
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第６条 理事長は、前条第１項の提出を受けた場合は、高等職業訓練促進資金をすみやかに交付

するものとする。交付金額は入学準備金については 円以内、就職準備金については

円以内とする。ただし、訓練期間が 月以上 月未満の場合は、入学準備金について

は 円以内、就職準備金については 円以内とする。

２ 理事長は、前条第２項の提出を受けた場合は、住宅支援資金を交付するものとする。なお、

交付時期については別に定めるものとする。交付金額は、入居している家賃の実費（上限７万

円）の か月分とする。

（返還）

第７条 要綱第９の規定により返還が生じた場合、借受人は、その理由が生じた日（要綱第１１

の規定による返還の債務の裁量免除を申請した者にあっては、その申請に対する決定の通知を

受けた日）から起算して２０日以内に、以下の書類を理事長に提出しなければならない。

（１）高等職業訓練促進資金

高等職業訓練促進資金返還明細書（第５号様式）及び返還計画書（第５様式の２）

（２）住宅支援資金

住宅支援進資金返還明細書（第１０４号様式）及び返還計画書（第１０４様式の２）

２ 前項の期日まで書類の提出がない場合、理事長は一括での返還を求めることができるもの

とする。

３ 高等職業訓練促進資金及び住宅支援資金の返還は、一括返還又は均等返還（月賦、半年賦、

年賦）によるものとする。ただし、繰り上げ返還をすることを妨げない。

４ 要綱第９に規定する期間は、原則として上限６０月以内とする。ただしやむをえない事由が

あると理事長が認めた場合はこの限りではない。

（返還計画の変更）

第８条 前条第１項による返還計画を変更したい場合は、事前に本会に相談の上、以下の書類を

理事長に提出しなければならない。

（１）高等職業訓練促進資金

高等職業訓練促進資金返還計画変更申請書（第２４号様式）及び返還計画書（第２４号様

式の２）

（２）住宅支援資金

住宅支援進資金返還計画変更申請書（第１１３号様式）及び返還計画書（第１１３号様式

の２）

（免除の申請等）

第９条 高等職業訓練促進資金

（１）要綱第８の１の規定により返還の債務の当然免除を受けようとする者は、高等職業訓練

促進資金返還債務当然免除申請書（第６号様式）に次に掲げる書類を添えて理事長に提出

しなければならない。

ア 要綱第８の１（１）の規定による高等職業訓練促進資金の返還の債務の当然免除を受

けようとする場合にあっては、次に掲げる書類

（ア）要綱第８の１（１）に規定する業務（以下、「指定業務」という。）への従事に必

要な資格の資格証明書の写し
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（イ）指定業務従事期間証明書（第７号様式）

イ 要綱第８の１（２）の規定による高等職業訓練促進資金の返還の債務の当然免除を受

けようとする場合にあっては、死亡診断書の写し又は医師の診断書等指定業務上の理由

により死亡し、又は同業務に起因する心身の故障のためとして同業務を継続することが

できなくなったものである旨及びその年月日を証するに足りる書面

（２）要綱第１１の１の規定により返還の債務の裁量免除を受けようとする者は、高等職業

訓練促進資金返還債務裁量免除申請書（第８号様式）に次に掲げる書類を添えて理事長

に提出しなければならない。

ア 要綱第１１の１（１）の規定による高等職業訓練促進資金の返還の債務の裁量免除を

受けようとする場合にあっては、死亡診断書の写し又は医師の診断書等死亡その他やむ

を得ない事由により高等職業訓練促進資金を返還することが困難である旨を証するに

足りる書面

イ 要綱第１１の１（３）の規定による高等職業訓練促進資金の返還の債務の裁量免除を

受けようとする場合にあっては、次に掲げる書面

（ア）指定業務への従事に必要な資格の資格証明書の写し

（イ）指定業務従事期間証明書（第７号様式）

（３）要綱第１１の１（３）の規定により免除することができる高等職業訓練促進資金の返還

の債務の額は、指定業務に従事した月数を で除して得た数値を高等職業訓練促進資金

の返還の債務（履行期が到来していないものに限る。）の額に乗じて得た額とする。

（４）理事長は、第１項（１）および（２）に規定する免除の申請があったときは、承認す

ること又は承認しないことを、当該申請を行った者に通知するものとする。

（５）前項により理事長から返還の債務の裁量免除の承認を受けた者は、借用金額から返還免

除額を差し引いた金額について、前条の規定のとおり返還しなければならない。

（６）理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該貸付にかかる債権を放棄するこ

とができる。ただし、あらかじめ愛知県又は名古屋市に協議を行わなければならない。

ア 借受人及び連帯保証人が破産法 平成 年法律第 号 第 条第 項その他の法令

の規定によりその責任を免れたとき

イ 借受人及び連帯保証人が無資力の状態にあり、返還することができる見込みがないと

認められるとき

ウ 債権金額が少額で取立てに要する費用に満たないなど、取立てを行う上で本会に生

じる負担が過大であると認められるとき

２ 住宅支援資金

（１）要綱第８の２の規定により返還の債務の当然免除を受けようとする者は、プログラム策

定機関経由で、住宅支援資金返還債務当然免除申請書（第１０５号様式）に従事証明書（第

１０６号様式）を添えて理事長に提出しなければならない。

（２）要綱第１１の２（１）の規定により返還の債務の裁量免除を受けようとする者は、住宅

支援資金返還債務裁量免除申請書（第１０７号様式）に死亡診断書の写し又は医師の診

断書等死亡その他やむを得ない事由により住宅支援資金を返還することが困難である旨

を証するに足りる書面を添えて理事長に提出しなければならない。

（３）理事長は、第２項（１）および（２）に規定する免除の申請があったときは、承認す

ること又は承認しないことを、当該申請を行った者に通知するものとする。

（４）理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該貸付にかかる債権を放棄するこ
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とができる。ただし、あらかじめ愛知県又は名古屋市に協議を行わなければならない。

ア 借受人が破産法 平成 年法律第 号 第 条第 項その他の法令の規定によりそ

の責任を免れたとき

イ 借受人が無資力の状態にあり、返還することができる見込みがないと認められるとき

ウ 債権金額が少額で取立てに要する費用に満たないなど、取立てを行う上で本会に生

じる負担が過大であると認められるとき

（猶予の申請等）

第１０条 要綱第１０の１の規定により返還の債務の履行の当然猶予を受けようとする者は、高

等職業訓練促進資金返還債務当然猶予申請書（第９号様式）に当該養成機関等に在学し、又は

在校している旨を証するに足りる書類を添えて理事長に提出しなければならない。また、在学

中は毎年１０月１日における在学状況を１０月１５日までに在学届（第２７号様式）により理

事長に報告を行わなければならない。

２ 要綱第１０の２（１）の規定により返還の債務の履行の裁量猶予を受けようとする者は、高

等職業訓練促進資金返還債務裁量猶予申請書（第１０号様式）に、次に掲げる書類を添えて

理事長に提出しなければならない。

（１）要綱第１０の２（１）アの規定による高等職業訓練促進資金の返還の債務の履行の裁量

猶予を受けようとする場合にあっては、指定業務従事届（第１１号様式）

（２）要綱第１０の２（１）イの規定による高等職業訓練促進資金の返還の債務の履行の裁量

猶予を受けようとする場合にあっては、医師の診断書等その事由及び猶予を受けようとす

る期間を証するに足る書面

３ 要綱第１０の２（２）の規定による住宅支援資金の返還の債務の履行の裁量猶予を受けよう

とする場合にあっては、住宅支援資金返還債務裁量猶予申請書（様式第１０８号）に医師の診

断書等その事由及び猶予を受けようとする期間を証するに足る書面を添えて理事長に提出し

なければならない

４ 理事長は、猶予の申請があったときは、承認すること又は承認しないことを申請者に通知

するものとする。

５ 要綱第１０の２（１）イ又は同項（２）の規定中、その他やむを得ない事由により資金の返

還の債務の履行の裁量猶予を受けようとする場合にあっては、その理由を理事長に申し立てな

ければならない。

６ 現に就業していない者が住宅支援資金による貸付を受けた日から１年以内に就職又は現に

就業している者がプログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、引き続き就業して

いる期間中は、住宅支援資金返還債務裁量猶予申請書（様式第１０８号）に従事証明書（様式

第１０６号）を添えて提出することで、返還の債務の履行を猶予できるものとする。

（延滞利子）

第１１条 理事長は、借受人が正当な理由がなくて資金を返還しなければならない日までにこ

れを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、

返還すべき額につき年 パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。な

お、令和２年３月３１日以前の期間に対応する返還すべき額については従前の例によること

とする。ただし、延滞利子に 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

また、当該延滞利子が 円未満のときは、当該延滞利子を債権として調定しないことが

できる。

とができる。ただし、あらかじめ愛知県又は名古屋市に協議を行わなければならない。 

ア 借受人が破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定によりそ 

の責任を免れたとき 

イ 借受人が無資力の状態にあり、返還することができる見込みがないと認められるとき 

ウ 債権金額が少額で取立てに要する費用に満たないなど、取立てを行う上で本会に生 

じる負担が過大であると認められるとき 

（猶予の申請等） 

第１０条  要綱第１０の１の規定により返還の債務の履行の当然猶予を受けようとする者は、高

等職業訓練促進資金返還債務当然猶予申請書（第９号様式）に当該養成機関等に在学し、又は

在校している旨を証するに足りる書類を添えて理事長に提出しなければならない。また、在学

中は毎年１０月１日における在学状況を１０月１５日までに在学届（第２７号様式）により理

事長に報告を行わなければならない。 

２  要綱第１０の２（１）の規定により返還の債務の履行の裁量猶予を受けようとする者は、高

等職業訓練促進資金返還債務裁量猶予申請書（第１０号様式）に、次に掲げる書類を添えて

理事長に提出しなければならない。 

（１）要綱第１０の２（１）アの規定による高等職業訓練促進資金の返還の債務の履行の裁量

猶予を受けようとする場合にあっては、指定業務従事届（第１１号様式） 

（２）要綱第１０の２（１）イの規定による高等職業訓練促進資金の返還の債務の履行の裁量

猶予を受けようとする場合にあっては、医師の診断書等その事由及び猶予を受けようとす

る期間を証するに足る書面 

３ 要綱第１０の２（２）の規定による住宅支援資金の返還の債務の履行の裁量猶予を受けよう 

とする場合にあっては、住宅支援資金返還債務裁量猶予申請書（様式第１０８号）に医師の診 

断書等その事由及び猶予を受けようとする期間を証するに足る書面を添えて理事長に提出し 

なければならない 

４  理事長は、猶予の申請があったときは、承認すること又は承認しないことを申請者に通知

するものとする。 

５ 要綱第１０の２（１）イ又は同項（２）の規定中、その他やむを得ない事由により資金の返

還の債務の履行の裁量猶予を受けようとする場合にあっては、その理由を理事長に申し立てな

ければならない。 

６ 現に就業していない者が住宅支援資金による貸付を受けた日から１年以内に就職又は現に

就業している者が住宅支援資金による貸付を受けた日から１年以内にプログラム策定時より

高い所得が見込まれる転職等をし、引き続き就業している期間中は、住宅支援資金返還債務裁

量猶予申請書（様式第１０８号）に従事証明書（様式第１０６号）を添えて提出することで、

返還の債務の履行を猶予できるものとする。 

 

（延滞利子） 

第１１条  理事長は、借受人が正当な理由がなくて資金を返還しなければならない日までにこ

れを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、

返還すべき額につき年 3.0 パーセントの割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。な

お、令和２年３月３１日以前の期間に対応する返還すべき額については従前の例によること

とする。ただし、延滞利子に 100 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

また、当該延滞利子が 1,000 円未満のときは、当該延滞利子を債権として調定しないことが

できる。 
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（届出義務）

第１２条 高等職業訓練促進資金

（１）借受人は、次に掲げる事情が生じた場合には、その旨を直ちに次の書面により理事長に

届け出なければならない。なお、第１５条の規定により契約解除となった場合であっても、

第７条の規定による返還中及び第１０条の規定による返還猶予中にあっては、借受人は届

出義務を負うものとする。

ア 借受人の氏名又は住所もしくは振込希望口座又は返還金の送金口座を変更したとき

氏名・住所・口座変更届（第１２号様式）

イ 借受人が退学・留年・休学・停学・復学・転学したとき

養成機関にかかる変更届（第１３号様式）

ウ 高等職業訓練促進資金の借受を辞退するとき

高等職業訓練促進資金辞退届（第１４号様式）

（２）借受人は、養成機関を卒業後、要綱第８に規定する債務の当然免除が承認されるまで、

毎年４月１日における勤務先等を、その年の４月１５日までに指定業務従事届（第１１号

様式）により理事長に報告を行わなければならない。期日までに提出がない場合、理事長

は高等職業訓練促進資金の返還を求めることができるものとする。

（３）借受人は、養成機関を卒業後、債務の全額を返還するまでもしくは要綱第８に規定す

る債務の当然免除が承認されるまで、毎年４月、７月、１０月、１月の１日における就

業状況等を、各月の１５日までに現況届（第１５号様式）により理事長に報告を行わな

ければならない。ただし、４月に行う報告は４月１日現在指定業務に従事していない時

に限る。

（４）借受人は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、１ヶ月以内に次の書面によ

り理事長に届け出なければならない。

ア 養成機関を卒業したとき

養成機関卒業届（第１６号様式）

イ 取得資格を取得したとき

資格取得届（第１７号様式）

ウ 准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、高等

職業訓練促進給付金の支給を受けながら養成機関で修業するとき

進学届（第２６号様式）

エ 従事している事業所の名称、所在地が変更されたとき（転勤等により勤務地が変更し

た場合を含む）

指定業務従事事業所変更届（第１８号様式）及び指定業務従事期間証明書（第７号

様式）

オ 指定業務従事事業所を退職したとき

指定業務従事事業所退職届（第１９号様式）及び指定業務従事期間証明書（第７号

様式）

カ 指定業務従事事業所において休職したとき

指定業務従事事業所休職届（第２５号様式）

（５）借受人が死亡したときは、その親族、連帯保証人又は緊急連絡先とされている者は、事

実を証明する書面を添えて、１ヶ月以内に借受人死亡届（第２０号様式）を理事長に届け

出なければならない。
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（６）借受人は、連帯保証人の氏名、住所もしくは職業に変更があったときは、１ヶ月以内に

連帯保証人氏名・住所等変更届（第２１号様式）により理事長に届け出なければならない。 

（７）借受人は、転居等により高等職業訓練促進給付金を支給する福祉事務所が変更した場合

は、変更後の福祉事務所に高等職業訓練促進給付金支給状況の証明願兼同意書（第２２号

様式）を提出したうえで、支給の決定から１ヶ月以内に高等職業訓練促進給付金の支給継

続届（第２２号様式の２）により理事長に届け出なければならない。 

（８）本条による届出は、借り受けた高等職業訓練促進資金に係る債務が消滅したときは、

この限りではない。 

２ 住宅支援資金 

（１）借受人は、次に掲げる事情が生じた場合には、その旨を直ちに次の書面により理事長に

届け出なければならない。なお、第１５条の規定により契約解除となった場合であっても、

第７条の規定による返還中及び第１０条の規定による返還猶予中にあっては、借受人は届

出義務を負うものとする。  

ア 借受人の氏名又は住所もしくは振込希望口座又は返還金の送金口座を変更したとき 

氏名・住所・口座変更届（第１０９号様式） 

イ 住宅支援資金の借受を辞退するとき 

住宅支援資金辞退届（第１１０号様式） 

（２）借受人は、次のいずれかに該当するに至ったときは、１ヶ月以内に次の書面により理事

長に届け出なければならない。 

ア 従事している事業所の名称、所在地が変更されたとき（転勤等により勤務地が変更し 

た場合を含む） 

業務従事事業所変更届（第１１４号様式） 

イ 指定業務従事事業所において休職したとき 

業務従事事業所休職届（第１１５号様式） 

（３）借受人が死亡したときは、その親族又は緊急連絡先とされている者は、事実を証明する 

書面を添えて、１ヶ月以内に借受人死亡届（第１１１号様式）を理事長に届け出なければ

ならない。 

（４）本条による届出は、借り受けた住宅支援資金に係る債務が消滅したときは、この限り

ではない。 

（５）現に就業していない者が住宅支援資金による貸付を受けた日から１年以内に就職又は現

に就業している者が住宅支援資金による貸付を受けた日から１年以内にプログラム策定

時より高い所得が見込まれる転職等をしたときは、プログラム策定機関経由で、従事証明

書（第１０６号様式）を理事長に提出しなければならない。 

 

（事務所への照会） 

第１３条 理事長は、借受人に高等職業訓練促進給付金の支給決定を行った福祉事務所長に対し

て、おおむね四半期ごとに借受人の修学状況及び高等職業訓練促進給付金の支給状況について

照会するものとする。 

 

（勤務期間の計算） 

第１４条  返還免除及び猶予期間の算定の基礎となる勤務期間の計算は、指定業務に従事した

日の属する月から業務しなくなった日の前日の属する月までの月数による。ただし、当該指定 
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業務に従事しなくなった月において再び当該業務に従事し始めたときは、その月を一月として

算入するものとする。 

 

（貸付契約の解除） 

第１５条 高等職業訓練促進資金 

（１）理事長は、次に掲げる事由が生じた場合には、貸付契約を解除できるものとする。 

ア 要綱第７の１に規定する資金貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認めら 

れる場合 

イ 第１２条の規定による届出義務に違反している場合 

ウ 高等職業訓練促進給付金の支給対象ではなくなった場合 

エ 高等職業訓練促進給付金を支給する福祉事務所の管轄区域から転出する場合（第１２ 

条第７項の規定による届け出をした場合を除く。） 

（２）前項に規定する契約の解除をする場合、理事長は、借受人に対しその旨を通知し、高

等職業訓練促進資金の返還を求めることができるものとする。 

（３）借受人は、要綱第７の２に規定する契約の解除を申し出る場合、高等職業訓練促進資金

貸付契約解除申出書（第２３号様式）を理事長に提出し、すでに貸付を受けている高等

職業訓練促進資金を一括又は分割で返還しなければならない。 

２ 住宅支援資金 

（１）理事長は、次に掲げる事由が生じた場合には、貸付契約を解除できるものとする。 

ア 要綱第７の１に規定する資金貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認めら 

れる場合 

イ 第１２条の規定による届出義務に違反している場合 

ウ 名古屋市在住の借受人にあっては名古屋市外に転出する場合、名古屋市以外の県内在 

住の借受人にあっては名古屋市及び県外に転出する場合 

（２）前項に規定する契約の解除をする場合、理事長は、借受人に対しその旨を通知し、住 

宅支援資金の返還を求めることができるものとする。 

（３）借受人は、要綱第７の２に規定する契約の解除を申し出る場合、住宅支援資金貸付契約 

解除申出書（第１１２号様式）を理事長に提出し、すでに貸付を受けている住宅支援資金

を一括又は分割で返還しなければならない。 

 

（愛知県及び名古屋市との関係） 

第１６条 本事業の実施にあたっては、愛知県及び名古屋市の指導及び助言を受けるものとす

る。 

２  本規程の改正にあたっては、愛知県及び名古屋市の承認を受けたうえで行うものとする。 

 

附 則 

この取扱は、平成２９年４月２１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 
 
附 則 
この取扱は、平成２９年６月２１日から施行する。 
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附 則 
この取扱は、平成３０年３月５日から施行する。 
 

附 則 

この取扱は、令和２年７月１６日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 
 

附 則 

この取扱は、令和２年１２月４日から施行する。 
 

附 則 

この取扱は、令和３年６月２９日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 
 
附 則 

この取扱は、令和６年８月１日から施行する。 
 

附 則 

この取扱は、令和７年７月２４日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
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住宅支援資金の借用証書提出期限及び交付時期について

ア 決定通知を受けた方は、「住宅支援資金借用証書」を提出することで、住宅支援

資金が交付されます。

イ 毎月１日～１０日の間に「住宅支援資金借用証書」が到着した場合、到着した月

の月末に、到着月分と次月分の２か月分を交付します。１１日以降に到着したもの

については、次月の月末に、次月分と次々月分２か月分を交付します。

※月末とは、その月の最後の金融機関営業日かつ社会福祉法人愛知県母子寡婦福

祉連合会開所日のことです。

※「住宅支援資金借用証書」の到着月によって、偶数月払いと奇数月払いにわかれ

ます。

偶数月払い（４月、６月、８月、１０月、１２月、２月）

奇数月払い（５月、７月、９月、１１月、１月、３月）
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